
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
三

公
　
　
　
告

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
五
三

う
者
の
名
称
の
変
更
の
届
出

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
四

監
査
委
員

○
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
四

公
安
委
員
会

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
四

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
中
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
二
月
二
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
　
長
供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

四
一
一
号

甲
府
市
和
戸
町
字
奈
良
原
九
七
〇
番

四
二
〇
・
〇

平
成
十
五
年

道

の
一
地
先
か
ら

四
月
一
日

甲
府
市
和
戸
町
字
奈
良
原
八
一
四
番

の
一
二
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の

名
称
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平

成
十
五
年
六
月
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
Ｊ
マ
ー
ト
　
代
表
取
締
役
　
宮
前
享
東
京
都
三
鷹
市
野
崎
一
丁
目
二
十
番
二
十
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
Ｊ
マ
ー
ト
長
坂
店

（二）

所
在
地
　
北
巨
摩
郡
長
坂
町
大
八
田
一
六
六
番

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
　
更
　
事
　
項

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
マ
ー
ト
　
代
株
式
会
社
Ｊ
マ
ー
ト
　
代
表
取

る
者
の
名
称

表
取
締
役
　
宮
前
享

締
役
　
宮
前
享

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
マ
ー
ト
　
代
株
式
会
社
Ｊ
マ
ー
ト
　
代
表
取

小
売
業
を
行
う
者
の
名
称

表
取
締
役
　
宮
前
享

締
役
　
宮
前
享

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
十
四
年
十
二
月
三
日

三
　
届
出
年
月
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
五
十
五
号
　
　
平
成
十
五
年
二
月
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年二

月
六
日

第
千
三
百
五
十
五
号

木　曜　日



平
成
十
五
年
一
月
二
十
四
日

'
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
十
五
年
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
随
意
契
約
に
係
る
購
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

土
木
施
設
災
害
対
策
拠
点
整
備
用
資
材
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
出
納
局
管
理
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
四
年
十
二
月
十
九
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

清
水
工
機
株
式
会
社
　
山
梨
県
甲
府
市
高
畑
一
丁
目
十
番
四
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

三
千
十
八
万
七
千
五
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に

該
当

監
査
委
員

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
監

査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
状
況
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
六
日

山
梨
県
監
査
委
員
　
　
丸
　
　
山
　
　
義
　
　
朗

同
　
　
　
　
　
　
　
　
早
　
　
川
　
　
正
　
　
秋

同
　
　
　
　
　
　
　
　
前
　
　
島
　
　
茂
　
　
松

同
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
　
　
原
　
　
稔
　
　
育

○
中
央
病
院

１
　
監
査
執
行
年
月
日
　
　
平
成
１
４
年
７
月
２
４
日

２
　
監
査
対
象
期
間
　
　
平
成
１
４
年
度

３
　
指
摘
事
項
　
　
支
出
に
関
す
る
事
務
や
契
約
に
関
す
る
事
務
等
、
財
務
に
関
す
る
事
務
に

つ
い
て
、
い
く
つ
か
不
適
切
な
事
務
処
理
が
あ
っ
た
。

４
　
講
じ
た
措
置
　
　
指
摘
さ
れ
た
具
体
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
改
善
す
る
と
と
も
に
、

今
後
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
の
チ
ェ
ッ
ク
強
化
を
図
り
、
適
正
な
事
務
執

行
に
務
め
る
。

公
安
委
員
会

'

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
八
年
二
月
五
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
六
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
吉
　
　
●
　
　
信
　
　
一

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
ー
ト
テ

回
胴
式
遊
技
機

ヒ
ノ
ク
ニ

株
式
会
社

二
四
〇
七
九
二

ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
　
代
表
取
締
役

規
則
第
六
条
第

ア
リ
ス
ト

加
茂
隆
曹

二
号
（
別
表
第

ク
ラ
ー
ト

東
京
都
千
代
田
区
東
神
田
二
丁
目

五
）

テ
ク
ノ
ロ

五
番
一
二
号

ジ
ー
ズ

山
佐
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

セ
キ
コ
ウ

山
佐
株
式

二
四
〇
二
五
五

佐
野
慎
一

規
則
第
六
条
第

会
社

岡
山
県
新
見
市
高
尾
三
六
二
番
地

二
号
（
別
表
第

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
五
十
五
号
　
　
平
成
十
五
年
二
月
六
日

五
四



の
一

五
）

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

二
〇
〇
八
八
四

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
チ

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
九

規
則
第
六
条
第

キ
ン
ハ
ー

番
一
〇
号

一
号
イ
（
別
表

ト
Ｊ
１
７

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

二
〇
〇
九
一
六

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
花

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

月
Ｊ
Ｘ
Ｗ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
マ
ジ

株
式
会
社

二
一
〇
九
二
〇

毒
島
秀
行

機

カ
ル
カ
ー

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

ペ
ッ
ト
Ｓ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｐ

第
二
）

第
二
種
特
別
電

動
役
物

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
静
か

マ
ル
ホ
ン

二
〇
〇
九
五
一

取
締
役
　
岸
勇
夫

機

な
る
ド
ン

工
業
株
式

愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町
一
丁
目

規
則
第
六
条
第

新
鮮
組
逆

会
社

一
二
七
番
地

一
号
イ
（
別
表

襲
編
パ
ー

第
二
）

ト
１

第
一
種
特
別
電

動
役
物

タ
イ
ヨ
ー
エ
レ
ッ
ク
株
式
会
社

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ジ
ャ

タ
イ
ヨ
ー

二
〇
〇
八
六
〇

代
表
取
締
役
　
佐
藤
英
理
子

機

イ
ア
ン
ト

エ
レ
ッ
ク

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
見
寄
町
一

規
則
第
六
条
第

７
Ｒ

株
式
会
社

二
五
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ゴ
ジ

株
式
会
社

二
〇
〇
九
六
六

締
役
　
新
井
悠
司

機

ラ
Ｌ
Ｂ

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ワ
イ

株
式
会
社

二
〇
〇
九
三
四

締
役
　
新
井
悠
司

機

ド
ミ
ル
キ

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

ー
Ｍ
Ｂ

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ク
ロ

株
式
会
社

二
〇
〇
九
三
〇

締
役
　
新
井
悠
司

機

コ
ダ
イ
ル

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

イ
ン
デ
ィ

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
イ
（
別
表

ー
Ｌ
Ａ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
銀
座
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
セ
ブ

株
式
会
社

二
〇
〇
八
〇
一

伊
藤
二
博

機

ン
レ
イ
Ｔ

銀
座

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
大
幸
一
丁

規
則
第
六
条
第

Ｋ

目
一
〇
番
一
五
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ネ
ッ
ト
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ボ
ー
ナ
ス

株
式
会
社

一
四
〇
六
三
一

国
本
幸
司

規
則
第
六
条
第

ジ
ャ
ム

ネ
ッ
ト

大
阪
府
堺
市
旭
ケ
丘
北
町
一
丁
四

二
号
（
別
表
第

番
五
号

五
）

サ
ミ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
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